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保険・年金・税金 暮らし・住まい・環境

（６）４ ５ １

表１

表２

　国民年金は、国内に住所がある２０歳以上６０歳未

満のすべての人が加入しなければならない制度です。

被保険者の種類・該当者等　（表１参照）

☆第１号被保険者の加入

　第１号被保険者は、市役所または年金事務所で加入

できます。

持ち物　マイナンバーカードまたは年金手帳（基礎年

金番号通知書）、身分証明、年金機構等からの送付

書類（お持ちの方）、その他の必要書類　（表２参照）

保険料　１か月１６，５９０円（令和４年度・定額保

険料）

☆任意加入被保険者

　次の方は、申し出により加入できます。

▽海外に在住している日本人で２０歳以上６５歳未

満の方

▽日本国内に住所がある６０歳以上６５歳未満で、厚

生年金に加入していない方（基礎年金額を満額に近

づけたい方、受給資格期間が足りない方）

▽６５歳以上７０歳未満の方（７０歳になるまでに

老齢基礎年金の受給権を確保できる方）

※老齢基礎年金の受給資格期間が６５歳到達前に１０

年以上ある方は加入できません。

持ち物　マイナンバーカードまたは年金手帳（基礎年

金番号通知書）、身分証明、年金機構等からの送付

書類（お持ちの方）、通帳、届け出印

付加年金

　第１号被保険者（任意加入被保険者を含む）は、申

し出により、付加年金を納付できます。

　付加年金保険料（４００円）を納めると、将来受け

取る老齢基礎年金額に加算（２００円×付加年金の納

付月数）されます。

詳�細　日本年金機構ホームページ H P https://www.nen 

kin.go.jp/tokusetsu/20kanyu.html

申請先・問い合わせ　

▽青梅年金事務所☎３０－３４１０

▽市保険年金課国民年金係

国 民 年 金 の 加 入 手 続 き

種類 該当者 手続き先 保険料の納め方

第１号被保険者
自営業、学生、フリーター、無
職の方など

市役所または
年金事務所

納付書、口座振替、クレジットカー
ド、電子納付等で納めます。

第２号被保険者
厚生年金に加入している会社員、
公務員など

勤務先 給料から引かれます。

第３号被保険者
第２号被保険者に扶養されてい
る配偶者

配偶者の勤務先
配偶者が加入する年金制度が負担し
ます。

こんなとき 必要書類

会社等を退職したとき 退職日を証明する書類（退
職証明書など）

第３号被保険者で、配
偶者が会社等を退職し
たとき

配偶者の退職日を証明する
書類（退職証明書など）

第３号被保険者で、配
偶者の扶養でなくなっ
たとき

配偶者の扶養でなくなった
日を証明する書類（資格喪
失証明書など）

海外から入国したとき パスポート、在留カード（外
国籍の方）

〇付加年金参考例

付加保険料を１０年間納めた場合　納めた保険料の総額

４００円×１０年（１２０月）＝４８，０００円

１年間に受け取る付加年金額

２００円×１０年（１２０月）＝２４，０００円

Ｊ
ア
ラ
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ト

（
全
国
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時
警
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シ
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テ
ム
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よ
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線
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送
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全
国
瞬
時
警
報
シ
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（
Ｊ
ア
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ー
ト
）
と
は

　

弾
道
ミ
サ
イ
ル
や
緊
急
地
震

速
報
等
の
緊
急
情
報
を
携
帯
電

話
等
に
配
信
さ
れ
る
緊
急
速
報

メ
ー
ル
や
市
の
防
災
行
政
無
線

に
よ
り
瞬
時
に
伝
達
す
る
シ
ス

テ
ム
で
す
。

弾
道
ミ
サ
イ
ル
落
下
時
の
行
動

　

弾
道
ミ
サ
イ
ル
は
、
発
射
か

ら
10
分
も
し
な
い
う
ち
に
到
達

す
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
Ｊ

ア
ラ
ー
ト
か
ら
メ
ッ
セ
ー
ジ
が

流
れ
た
ら
、
落
ち
着
い
て
速
や

か
に
行
動
し
て
く
だ
さ
い
。

☆�
行
動
例

▽ 

屋
外
に
い
る
場
合
…
近
く
の

頑
丈
な
建
物
の
中
か
地
下
に

避
難
す
る
。（
建
物
が
な
い

場
合
は
物
陰
に
身
を
隠
す
か

地
面
に
伏
せ
て
頭
部
を
守

る
）

▽ 

屋
内
に
い
る
場
合
…
窓
か
ら

離
れ
る
か
、
窓
の
な
い
部
屋

に
移
動
す
る
。

☆�

近
く
に
ミ
サ
イ
ル
が
落
下
し

た
場
合

▽ 

屋
外
に
い
る
場
合
…
口
と
鼻

を
ハ
ン
カ
チ
で
覆
い
、
現
場

か
ら
直
ち
に
離
れ
、
密
閉
性

の
高
い
屋
内
ま
た
は
風
上
へ

避
難
す
る
。

▽ 

屋
内
に
い
る
場
合
…
換
気
扇

を
止
め
、
窓
を
閉
め
、
目
張

り
し
て
室
内
を
密
閉
す
る
。

　

避
難
後
は
テ
レ
ビ
や
ラ
ジ
オ

等
か
ら
の
情
報
収
集
に
努
め
、

行
政
機
関
か
ら
避
難
指
示
に
従

い
、
落
ち
着
い
て
行
動
し
ま

し
ょ
う
。

防
災
行
政
無
線
試
験
放
送

　

Ｊ
ア
ラ
ー
ト
の
緊
急
情
報

が
、
市
の
防
災
行
政
無
線
で
正

常
に
放
送
で
き
る
こ
と
を
確
認

す
る
た
め
、
試
験
放
送
を
実
施

し
ま
す
。

日�

時　

５
月
18
日
（
水
）　

午

前
11
時
か
ら

内�

容　

市
の
防
災
行
政
無
線
か

ら
、
次
の
内
容
を
一
斉
に
放

送
し
ま
す
。

☆ 
（
チ
ャ
イ
ム
）
→
「
こ
れ
は
、

Ｊ
ア
ラ
ー
ト
の
テ
ス
ト
で

す
」（
３
回
繰
り
返
し
）→「
こ

ち
ら
は
、
ぼ
う
さ
い
青
梅
で

す
」
→
（
チ
ャ
イ
ム
）

※ 

試
験
放
送
は
全
国
で
実
施
し

ま
す
。

問�

い
合
わ
せ　

防
災
課
防
災
係

学
生
注
目
！

学
生
注
目
！

令
和
４
年
度
国
民
年
金
保
険
料

令
和
４
年
度
国
民
年
金
保
険
料

学
生
納
付
特
例
制
度
の
申
請
手
続
き
を

学
生
納
付
特
例
制
度
の
申
請
手
続
き
を��

知
っ
て
い
ま
す
か
？

知
っ
て
い
ま
す
か
？

　

学
生
納
付
特
例
制
度
は
、
大

学
や
専
修
学
校
な
ど
に
在
学
す

る
20
歳
以
上
の
学
生
ま
た
は
生

徒
が
、
国
民
年
金
保
険
料
を
納

め
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
に
、

本
人
の
前
年
所
得
が
一
定
基
準

以
下
で
あ
れ
ば
、
在
学
中
の
保

険
料
の
納
付
義
務
が
猶
予
さ
れ

る
制
度
で
す
。

　

こ
の
制
度
は
、在
学
期
間
中
、

毎
年
度
申
請
手
続
き
が
必
要
で

す
。

※ 

前
年
の
所
得
基
準
…
「
申
請

者
本
人
の
み
」
＝
128
万
円
＋

扶
養
親
族
等
の
数
×
38
万
円

　

令
和
３
年
度
に
学
生
納
付
特

例
制
度
を
利
用
し
、
４
年
度
も

引
き
続
き
在
学
す
る
方
で
、
こ

の
制
度
を
利
用
す
る
場
合
は
、

日
本
年
金
機
構
か
ら
送
付
さ
れ

る
申
請
書
（
ハ
ガ
キ
）
に
必
要

事
項
を
記
入
の
う
え
、
返
送
し

て
く
だ
さ
い
。

　

ハ
ガ
キ
を
紛
失
し
た
方
、
学

校
等
が
変
更
に
な
っ
た
方
、
新

た
に
在
学
し
た
方
は
、
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
ま
た
は
年
金
手

帳
、学
生
証（
コ
ピ
ー
で
も
可
）、

本
人
確
認
書
類
（
代
理
人
の
場

合
は
、
代
理
人
の
本
人
確
認
書

類
）
を
お
持
ち
の
う
え
、
保
険

年
金
課
（
市
役
所
１
階
）
ま
た

は
青
梅
年
金
事
務
所
で
申
請
手

続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
離
職
後
に
申
請
す
る

場
合
は
、
雇
用
保
険
被
保
険
者

離
職
票
、
雇
用
保
険
受
給
資
格

者
証
、
雇
用
保
険
被
保
険
者
資

格
喪
失
確
認
通
知
書
、
退
職
辞

令
等
の
い
ず
れ
か
１
点
を
あ
わ

せ
て
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
国
民
年
金
加
入
と
保

険
料
を
動
画
H Phttps://ww 

w.nenkin.go.jp/tokuset 

su/20kanyu.html

で
案
内
し

て
い
ま
す
。

申
請
先
・
問
い
合
わ
せ　

青

　

４
月
１
日
現
在
、
軽
自
動
車

な
ど
（
二
輪
車
を
含
む
）
を
所

有
し
て
い
る
方
に
、
軽
自
動
車

税
（
種
別
割
）
納
税
通
知
書
を

送
付
し
ま
し
た
。
納
期
限
は
５

月
31
日
で
す
。

　

次
に
該
当
す
る
軽
自
動
車
な

ど
は
、軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）

が
減
免
さ
れ
ま
す
の
で
、
納
税

前
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
申

請
期
限
は
５
月
31
日
で
す
。

※ 

現
在
、
自
動
車
税
（
種
別

割
）
の
減
免
を
受
け
て
い
る

方
や
、
す
で
に
申
請
し
て
い

る
方
を
除
く
。

減�

免
対
象
車
両　

身
体
障
害
者

な
ど
が
所
有
す
る
車
、
ま
た

は
身
体
障
害
者
な
ど
の
た
め

に
使
用
す
る
車
で
、
生
計
を

一
に
す
る
家
族
が
所
有
す
る

車（
障
が
い
の
程
度
に
よ
り
、

対
象
に
な
ら
な
い
場
合
が
あ

り
ま
す
）

対
象
と
な
る
障
が
い
の
程
度

①
身
体
障
害
者
手
帳
※

②
戦
傷
病
者
手
帳
※

③
愛
の
手
帳
（
１
～
３
度
）

④ 

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

（
１
級
）

※ 

①
②
で
該
当
す
る
区
分
・
級
・

程
度
に
つ
い
て
は
、
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

申�

請
に
必
要
な
も
の　

対
象
と

な
る
障
が
い
に
該
当
す
る
各

手
帳
、
車
検
証
・
届
出
済
証

ま
た
は
標
識
交
付
証
明
書
、

運
転
す
る
方
の
運
転
免
許

証
、
納
税
義
務
者
の
個
人
番

号
カ
ー
ド
ま
た
は
通
知
カ
ー

ド
お
よ
び
本
人
確
認
が
で
き

る
も
の

そ�

の
他　

身
体
障
害
者
な
ど
が

利
用
で
き
る
よ
う
に
改
造
さ

れ
た
車
に
対
す
る
減
免
制
度

等
も
あ
り
ま
す
。
詳
細
は
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

申�

請
先
・
問
い
合
わ
せ　

　

 

市
民
税
課
庶
務
係

身
体
障
害
者
・
精
神
障
害
者
な
ど
の
方
で

身
体
障
害
者
・
精
神
障
害
者
な
ど
の
方
で��

新

た

に

軽

自

動

車

税
（

種

別

割

）

の

新

た

に

軽

自

動

車

税
（

種

別

割

）

の��

減

免

を

受

け

る

方

へ

減

免

を

受

け

る

方

へ

～

申

請

は

５

月

～

申

請

は

５

月

3131

日

ま

で

に

～

日

ま

で

に

～

　

市
で
は
、
地
球
温
暖
化
対
策

の
一
環
と
し
て
、
冷
房
温
度
が

28
℃
の
設
定
で
も
快
適
に
過
ご

せ
る
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
「
ク
ー

ル
ビ
ズ
」
を
５
月
１
日
か
ら
実

施
し
ま
す
。

　

期
間
中
、
庁
舎
の
室
温
は

28
℃
を
基
本
と
し
、
職
員
は
、

ノ
ー
ネ
ク
タ
イ
、
ノ
ー
上
着
な

ど
で
勤
務
し
ま
す
。

　

ま
た
窓
口
以
外
の
昼
休
み
の

消
灯
な
ど
、
節
電
対
策
を
通
年

で
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

市
内
の
事
業
所
や
市
民
の
皆

さ
ん
も
、
夏
を
涼
し
く
過
ご
す

工
夫
を
し
、
引
き
続
き
節
電
へ

の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ　

環
境
政
策
課

５
月
１
日
か
ら
ク
ー
ル
ビ
ズ
を
実
施
し
ま
す

「
シ
ニ
ア
お
仕
事
フ
ェ
ア
ｉ
ｎ
河
辺
」

再
就
職
セ
ミ
ナ
ー
・

企
業
と
の
面
接
・
就
業
相
談

開�

催
日
時　

６
月
３
日
（
金
）　

①
正
午
～
午
後
２
時
②
１
時

～
３
時
③
２
時
～
４
時
④
３

時
～
５
時

会�

場　

住
友
金
属
鉱
山
ア
リ
ー

ナ
青
梅
第
１
ス
ポ
ー
ツ
ホ
ー

ル
対�

象　

55
歳
以
上
で
求
職
中
の

方

定
員　

各
回
20
人　
　

参
加
企
業　

10
社
（
予
定
）

持�

ち
物　

面
接
を
希
望
す
る
方

は
履
歴
書
・
職
務
経
歴
書（
い

ず
れ
も
コ
ピ
ー
可
）

申�

し
込
み　

電
話
☎
03
・
６
２ 

５
６
・
９
０
９
２
で
シ
ニ
ア

就
業
支
援
キ
ャ
ラ
バ
ン
事
務

局
へ

※
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く

梅

年

金

事

務

所

☎

30
・

３
４
１
０
▽
市
保
険
年
金

課
国
民
年
金
係


